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震度情報の発表について
－発表する地方公共団体及び観測地点の追加－

　消防庁及び気象庁は、地震発生直後の国、都道府県、市町村及び住民が一体

となった緊急防災対応の迅速・円滑な実施に資するため、地方公共団体が整備

した震度計の震度情報を、気象庁が発表する震度情報に含めて発表することと

しています。

　このたび、３月 10日（月）正午から、沖縄県(4 0 地点)を新たに震度情報発表

対象に追加します。これにより、全国 47 都道府県の全てが震度情報の発表対

象となります。

また、既に発表対象となっている地方公共団体で、新たに追加する震度観測

地点は、神奈川県(１地点)、長野県(１地点)です（２県、２地点）。

情報発表対象の地方公共団体の震度観測地点は 2,821 箇所となり、気象庁整

備の 610 地点（平成 15年３月 10日現在実施中の機動観測点を含む。）と合わ

せ、震度観測地点は 3,431箇所となります。



平成13年７月19日からの活用地方公共団体
高知県

平成15年３月10日からの活用地方公共団体
沖縄県

平成14年７月29日からの活用地方公共団体
北海道・長崎県

平成13年12月12日からの活用地方公共団体
福島県

平成13年５月10日からの活用地方公共団体
山梨県・川崎市(神奈川県)

平成13年３月22日からの活用地方公共団体
佐賀県

平成12年７月18日からの活用地方公共団体
富山県・香川県・大分県

平成12年３月28日からの活用地方公共団体
滋賀県

平成12年１月12日からの活用地方公共団体
栃木県・千葉県・岐阜県・名古屋市(愛知県)

平成11年７月21日からの活用地方公共団体
東京都・長野県

平成14年３月20日からの活用地方公共団体
岩手県・宮城県・仙台市(宮城県)・神奈川県・福岡県

平成10年10月15日からの活用地方公共団体
青森県・山形県・茨城県・石川県・京都府・兵庫県・
鳥取県・広島県・徳島県・熊本県・宮崎県・鹿児島県

平成10年６月15日からの活用地方公共団体
群馬県・福井県・静岡県・三重県・島根県・愛媛県

平成９年11月10日からの活用地方公共団体
秋田県・埼玉県・横浜市(神奈川県)・新潟県・愛知県・
大阪府・奈良県・和歌山県・岡山県・山口県

地方公共団体の震度計活用状況　平成15年３月10日正午現在
　　（対象地方公共団体：47都道府県・４政令指定都市）（対象地方公共団体：４７都道府県）


